
「福岡労働局働き方改革推進本部」を設置しました 

 

―ワーク・ライフ・バランスの一層の推進を目指して― 

 

 

○福岡労働局では、県内で働く方々の働き方について、企業による自主的な見直しを推進するため、

平成２７年１月９日福岡労働局長を本部長として、「福岡労働局働き方改革推進本部」を設置しま

した。 

 

→ 報道発表 

 

 

「福岡労働局働き方改革推進本部」については、下図のイメージをご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27.1.3.0運用開始 

長時間労働削減推進本部 

（平成 26年９月 30日設置、本部長：厚労大臣） 
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大臣等による

企業経営陣

への働きかけ 

福岡労働局働き方改革推進本部 

（平成 27年１月９日設置、本部長：福岡労働局長） 
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厚生労働省内 

福岡労働局内 

http://work-holiday.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=220266
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/fukuoka-roudoukyoku/1houdou/20150205kantoku.pdf


○また、厚生労働省では時間外労働の縮減・有給休暇の取得拡大を目指す企業等のために、平成

27年１月 30日「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設しました。 

 設問に回答することにより、ポジションマップによる企業の現状把握やレーダーチャートによる

取組の弱点の“見える化”が図られたり、社員の視点で自身の働き方の診断が行えます。加えて弱

点と思われる取組について、先進企業の取組事例が紹介されます。経営者や企業の労務担当者はも

とより、一般の労働者の皆様も是非ご覧いただきたいと存じます。 

 

→ 働き方・休み方改善ポータルサイト開設の報道発表 

 

→                        働き方・休み方改善ポータルサイト 

 

 

 なお、福岡県内の取組企業として 

   拓新産業㈱（福岡市早良区） 

が掲載されています。 

 

 当該ポータルサイトの概要については、下図のイメージをご参照下さい。 

 

 

注：福岡労働局トップページ 

厚生労働省トップページ 

にバナーがございます 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072437.html
http://work-holiday.mhlw.go.jp/
http://work-holiday.mhlw.go.jp/detail/0417.pdf
http://work-holiday.mhlw.go.jp/
http://work-holiday.mhlw.go.jp/


○福岡労働局では、専門家（働き方・休み方改善コンサルタント）を派遣し、ワーク・ライフ・バ

ランスの各種取組方などをアドバイスしておりますのでご活用ください。 

 

→ 働き方・休み方改善コンサルタントについて（申し込み様式を含む） 

 

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/fukuoka-roudoukyoku/5kanto/kango/consultant.pdf

